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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年11月25日開催のアイ・アール ジャパンの臨時株主総会において、株式移転計画が承認されたこと、同臨時

株主総会において決議事項が決議され、アイ・アール ジャパンが平成26年11月25日付で関東財務局長に金融商品取引

法第24の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づく臨時報告書を提出したこ

と、並びにアイ・アール ジャパンが会社法第806条第３項の通知に代わる社債、株式等の振替に関する法律第161条第

２項の公告を行ったことに伴い、平成26年11月７日付で提出いたしました有価証券届出書及び平成26年11月13日付で

提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、当該箇所を訂

正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報

第１　組織再編成（公開買付け）の概要

３　組織再編成に係る契約

１．　株式移転計画の内容の概要

６　組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利

１．　組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

①　　普通株式の買取請求権の行使の方法について

７　組織再編成に関する手続

２．　株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

３．　組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使す

る方法

第三部　企業情報

第１　企業の概況

２　沿革

第五部　組織再編成対象会社情報

第１　継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

(1)　組織再編成対象会社が提出した書類

③　臨時報告書

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

（訂正前）

種類 発行数 内容

普通株式
9,277,555株

(注) １、２、３

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社で
はありません。普通株式は振替株式です。また、単元
株式数は100株であります。(注) ４

 

(注) １　（略）

２　普通株式は、平成26年９月19日付アイ・アール ジャパンの取締役会決議（株式移転計画の承認）及び平成

26年11月25日に開催予定のアイ・アール ジャパンの臨時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基

づき行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

３　（略）

４　（略）

 
（訂正後）

種類 発行数 内容

普通株式
9,277,555株

(注) １、２、３

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社で
はありません。普通株式は振替株式です。また、単元
株式数は100株であります。(注) ４

 

(注) １　（略）

２　普通株式は、平成26年９月19日付アイ・アール ジャパンの取締役会決議（株式移転計画の承認）及び平成

26年11月25日に開催のアイ・アール ジャパンの臨時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき

行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

３　（略）

４　（略）
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第二部 【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

 

第１ 【組織再編成（公開買付け）の概要】

 

３ 【組織再編成に係る契約】

（訂正前）

１．株式移転計画の内容の概要

アイ・アール ジャパンは、臨時株主総会による承認を前提として、平成27年２月２日（予定）をもって、当社を

株式移転設立完全親会社、アイ・アール ジャパンを株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする

平成26年９月19日付株式移転計画（その後の変更を含み、以下「本株式移転計画」といいます。）を、取締役会決

議に基づき作成いたしました。

本株式移転計画に基づき、アイ・アール ジャパンの普通株式１株に対して当社の普通株式１株を、割当て交付い

たします。本株式移転計画においては、平成26年11月25日に開催されるアイ・アール ジャパンの臨時株主総会にお

いて、本株式移転計画の承認決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商

号、本店の所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額等につき規定されております（詳細につきま

しては、後記「２．株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

 
（訂正後）

１．株式移転計画の内容の概要

アイ・アール ジャパンは、臨時株主総会による承認を前提として、平成27年２月２日（予定）をもって、当社を

株式移転設立完全親会社、アイ・アール ジャパンを株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする

平成26年９月19日付株式移転計画（その後の変更を含み、以下「本株式移転計画」といいます。）を、取締役会決

議に基づき作成いたしました。

本株式移転計画に基づき、アイ・アール ジャパンの普通株式１株に対して当社の普通株式１株を、割当て交付い

たします。本株式移転計画は、平成26年11月25日に開催されたアイ・アール ジャパンの臨時株主総会において、承

認されております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、発行可能株式総数、役員、

資本金及び準備金の額等につき規定されております（詳細につきましては、後記「２．株式移転計画の内容」の記

載をご参照ください。）。

 
６ 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

１．組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

（訂正前）

①　普通株式の買取請求権の行使の方法について

アイ・アール ジャパンの株主が、その有するアイ・アール ジャパンの普通株式につき、アイ・アール ジャパ

ンに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成26年11月25日開催の臨時

株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイ・アール ジャパンに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会に

おいて本株式移転に反対し、アイ・アール ジャパンが、上記臨時株主総会の決議の日から２週間以内に会社法第

806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、

その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

 
（訂正後）

①　普通株式の買取請求権の行使の方法について

アイ・アール ジャパンの株主が、その有するアイ・アール ジャパンの普通株式につき、アイ・アール ジャパ

ンに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成26年11月25日開催の臨時

株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイ・アール ジャパンに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会に

おいて本株式移転に反対し、アイ・アール ジャパンが、会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振

替に関する法律第161条第２項の公告を行った平成26年11月25日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の

数を明らかにして行う必要があります。
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７ 【組織再編成に関する手続】

（訂正前）

２．株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

株式移転計画承認取締役会 平成26年９月19日（金）

臨時株主総会基準日公告 平成26年10月８日（水）

臨時株主総会基準日 平成26年10月23日（木）

株式移転計画承認臨時株主総会 平成26年11月25日（火）（予定）

上場廃止日 平成27年１月28日（水）（予定）

当社設立登記日（効力発生日） 平成27年２月２日（月）（予定）

当社株式新規上場日 平成27年２月２日（月）（予定）
 

但し、今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、日程を変

更する場合があります。

 
（訂正後）

２．株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

株式移転計画承認取締役会 平成26年９月19日（金）

臨時株主総会基準日公告 平成26年10月８日（水）

臨時株主総会基準日 平成26年10月23日（木）

株式移転計画承認臨時株主総会 平成26年11月25日（火）

上場廃止日 平成27年１月28日（水）（予定）

当社設立登記日（効力発生日） 平成27年２月２日（月）（予定）

当社株式新規上場日 平成27年２月２日（月）（予定）
 

但し、今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、日程を変

更する場合があります。

 
（訂正前）

３．組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

アイ・アール ジャパンの株主が、その有するアイ・アール ジャパンの普通株式につき、アイ・アール ジャパン

に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成26年11月25日開催の臨時株主

総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイ・アール ジャパンに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において

本株式移転に反対し、アイ・アール ジャパンが、上記臨時株主総会の決議の日から２週間以内に会社法第806条第

３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買

取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

 
（訂正後）

３．組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

アイ・アール ジャパンの株主が、その有するアイ・アール ジャパンの普通株式につき、アイ・アール ジャパン

に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成26年11月25日開催の臨時株主

総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイ・アール ジャパンに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において

本株式移転に反対し、アイ・アール ジャパンが、会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関す

る法律第161条第２項の公告を行った平成26年11月25日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らか

にして行う必要があります。
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第三部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 
２ 【沿革】

（訂正前）

平成26年９月19日 アイ・アール ジャパンの取締役会において、アイ・アール ジャパンの単独株式移

転による持株会社「アイ・アール ジャパンホールディングス」の設立を内容とする

「株式移転計画」の内容を決議

平成26年11月25日 アイ・アール ジャパンの臨時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を

設立し、アイ・アール ジャパンがその完全子会社となることについて決議（予定）

平成27年２月２日 アイ・アール ジャパンが株式移転の方法により当社を設立（予定）

当社の普通株式を東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場（予定）
 

なお、アイ・アール ジャパンの沿革につきましては、アイ・アール ジャパンの有価証券報告書（平成26年６月25

日提出）をご参照ください。

 
（訂正後）

平成26年９月19日 アイ・アール ジャパンの取締役会において、アイ・アール ジャパンの単独株式移

転による持株会社「アイ・アール ジャパンホールディングス」の設立を内容とする

「株式移転計画」の内容を決議

平成26年11月25日 アイ・アール ジャパンの臨時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を

設立し、アイ・アール ジャパンがその完全子会社となることについて決議

平成27年２月２日 アイ・アール ジャパンが株式移転の方法により当社を設立（予定）

当社の普通株式を東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場（予定）
 

なお、アイ・アール ジャパンの沿革につきましては、アイ・アール ジャパンの有価証券報告書（平成26年６月25

日提出）をご参照ください。
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第五部 【組織再編成対象会社情報】

 

第１ 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

 
(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

（訂正前）

③ 【臨時報告書】

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（平成26年11月７日）までに、以下の臨時報告書を提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づき、臨時報告書を平成26年６月25日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基

づき、臨時報告書を平成26年９月19日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の

規定に基づき、臨時報告書を平成26年９月19日関東財務局長に提出。

 
（訂正後）

③ 【臨時報告書】

①の有価証券報告書の提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成26年11月28日）までに、以下の臨

時報告書を提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づき、臨時報告書を平成26年６月25日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基

づき、臨時報告書を平成26年９月19日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の

規定に基づき、臨時報告書を平成26年９月19日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づき、臨時報告書を平成26年11月25日関東財務局長に提出。
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